
◉制度の利用者数（各年12月末時点）

◉成年後見人等と本人の関係（令和２年）
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成
年
後
見
制
度
っ
て
？

　
認
知
症
や
知
的
障
が
い
、
精
神

障
が
い
な
ど
の
理
由
で
判
断
能
力

が
不
十
分
な
人
は
、
預
貯
金
や
不

動
産
な
ど
の
財
産
管
理
、
介
護
・

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
手
続
き
を

す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
自
分
に
不
利
益
な

契
約
に
つ
い
て
、
よ
く
判
断
で
き

ず
に
契
約
を
結
ん
で
し
ま
う
と

い
っ
た
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。
家

族
が
近
く
に
い
れ
ば
守
る
こ
と
も

で
き
ま
す
が
、
一
人
暮
ら
し
の
高

齢
者
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
、
法
律
行
為
お
け

る
意
思
決
定
が
困
難
な
人
の
た
め

の
権
利
を
守
る
制
度
が
成
年
後
見

制
度
で
す
。
成
年
後
見
制
度
に

は
、「
法
定
後
見
制
度
」
と
「
任

意
後
見
制
度
」
の
２
つ
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
う
ち
、「
法
定
後
見
制

度
」
は
判
断
能
力
の
程
度
に
応
じ

て
、「
補
助
」「
保
佐
」「
後
見
」

の
３
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
高
齢
化

の
進
展
に
伴
い
、
制
度
の
利
用
者

は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

利
用
者
の
約
８
割
が
司
法
書
士
や

弁
護
士
、
社
会
福
祉
士
と
い
っ
た

親
族
以
外
を
成
年
後
見
人
等
と
し

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
成
年
後
見

人
等
は
個
人
だ
け
で
な
く
、
社
会

福
祉
法
人
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
が

就
任
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
す
た
め
に

　
燕
市
で
も
、
地
域
で
生
活
し
て

い
る
障
が
い
の
あ
る
人
も
い
ま
す

し
、
高
齢
化
の
進
展
と
と
も
に
、

認
知
症
や
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者

も
増
え
て
い
く
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
判
断
能
力

が
不
十
分
な
場
合
で
も
、「
成
年

後
見
制
度
」を
利
用
す
る
こ
と
で
、

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮

ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

成年後見制度は、判断能力が十分でない人の権利や財産を守る制度ですが、
まだまだ知られていないのが現状です。

高齢社会を背景に利用者の増加が予測されます。
ますます必要性が高まっている成年後見制度について紹介します。

島
倉
　
成
年
後
見
制
度
の
利
用

者
は
増
え
て
い
ま
す
か
？

廣
田　

増
え
て
き
て
い
ま
す

ね
。
以
前
は
、
自
分
で
判
断
す

る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い

ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
で
す
が
、

今
は
、
で
き
な
い
と
こ
ろ
を
補

助
・
保
佐
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス

が
増
え
て
い
ま
す
。

鳥
羽　
社
会
福
祉
協
議
会
に
は

最
近
に
な
っ
て
複
数
の
相
談
が

あ
り
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て
制
度

が
身
近
に
な
っ
て
き
て
い
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。

島
倉
　
増
加
の
要
因
は
ど
う
い

う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
？

鳥
羽　
制
度
の
周
知
を
積
極
的

に
行
っ
た
結
果
だ
と
思
い
ま

す
。
市
や
弁
護
士
会
な
ど
と
連

携
し
て
続
け
た
い
で
す
ね
。

廣
田　
昔
は
家
族
が
一
緒
に
い

た
の
で
、
制
度
を
使
う
必
要
が

な
か
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
家
族
が
遠
く
に
い
た

り
、
一
人
暮
ら
し
の
人
が
増
え

て
い
る
中
で
、
制
度
の
利
用
が

進
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

島
倉　
高
齢
化
が
進
む
に
つ
れ

て
、
制
度
利
用
へ
の
需
要
も
高

ま
っ
て
い
き
そ
う
で
す
ね
。

島
倉
　
制
度
を
使
う
メ
リ
ッ
ト

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

鳥
羽　
社
会
福
祉
協
議
会
は
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
や
日
常

生
活
で
の
財
産
管
理
な
ど
、
本

人
が
自
分
ら
し
く
安
心
し
て
過

ご
せ
る
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
し
て

い
ま
す
。

廣
田　
私
が
担
当
す
る
案
件
で

は
、
自
分
で
お
金
の
使
い
方
が

う
ま
く
い
か
ず
に
立
ち
行
か
な

く
な
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い

で
す
。
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
生
活
を
守
り
な
が
ら
借
金

を
返
済
す
る
な
ど
、
先
の
道
筋

が
立
て
や
す
く
な
る
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
遺
産
分
割
の
お
手

伝
い
を
す
る
こ
と
で
、
ト
ラ
ブ

ル
が
大
き
く
な
る
前
に
解
決
で

き
る
と
思
い
ま
す
。

島
倉
　
利
用
者
と
接
す
る
と
き

に
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と
は
？

鳥
羽　
本
来
は
自
分
で
管
理
す

る
お
金
を
、
私
た
ち
が
代
わ
っ

て
管
理
し
ま
す
の
で
、
信
頼
関

係
を
築
い
て
安
心
し
て
制
度
を

利
用
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
心

が
け
て
い
ま
す
。

廣
田　
私
も
丁
寧
に
説
明
す
る

よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。
そ
れ

か
ら
、
制
度
を
利
用
す
る
に
は

成
年
後
見
人
を
選
任
す
る
た
め

の
費
用
と
、
成
年
後
見
人
に
支

払
う
報
酬
が
発
生
し
ま
す
ね
。

島
倉　
費
用
が
ネ
ッ
ク
に
な
る

人
も
多
い
と
聞
き
ま
す
。
市
で

は
、
条
件
は
あ
り
ま
す
が
、
制

度
の
利
用
に
関
す
る
費
用
の
助

成
を
行
っ
て
い
ま
す
。
必
要
な

方
が
、
安
心
し
て
制
度
を
利
用

で
き
る
よ
う
に
支
援
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

島
倉
　
市
民
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

お
願
い
し
ま
す
。

廣
田　
何
か
困
っ
た
こ
と
が
起

き
る
前
に
、
心
配
事
が
あ
れ
ば

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

鳥
羽　
社
会
福
祉
協
議
会
や
市

に
ご
相
談
い
た
だ
け
れ
ば
、
弁

護
士
や
司
法
書
士
の
先
生
と
連

携
し
て
、
そ
の
人
に
と
っ
て
一

番
い
い
方
法
を
一
緒
に
探
し
て

い
き
ま
す
。

成年後見制度の ス ス メ

特集  成年後見制度

成年後見制度の現状や制度活用のメリットなどについて、日ごろから成年後
見制度の業務に携わる弁護士、社会福祉士に市の担当者がお伺いしました。

※グラフは最高裁判所事務総局家庭局「成年後
　見関係事件の概況」（令和２年）をもとに作成。

日常生活の支援（身上保護）
本人の生活や健康に配慮し、安心した生活が送
れるように契約などを行います。
○家賃の支払いや、契約の更新
○介護・障害福祉サービス等の利用手続き
○医療機関等の各種手続きや費用の支払い
○定期的に訪問し、生活状況を確認　　　 など

財産の適切な管理（財産管理）
本人に代わって財産の管理を行います。
○印鑑、預貯金通帳の管理
○収支の管理（預貯金の管理、年金・給料の受取、
　公共料金・税金の支払いなど）
○不動産の管理、処分
○貸地・貸家の管理、遺産相続の手続き　 など

成年後見人等の役割でないこと
○介護や家事援助などの労働　　○入院・入所時の身元引受、保証　　○養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為
○手術など医療に関する同意　　○被後見人等の死後の葬祭、家財の整理など死後の手続き、相続手続き
○遺言、臓器提供、延命治療など、被後見人等自身の意思に基づくことが必要な行為

◉成年後見制度は大きく分けて２つあります

　判断能力が十分なうちに、将来、
認知症などにより判断能力が低下
した時に備え、あらかじめ「誰」
に「何」を頼むか決めておく制度。

任意後見制度
（本人に判断能力がある）

法定後見制度
（本人の判断能力がすでに不十分）

補助
　本人の判断能力
が不十分で、大切
な財産を管理する
ことに不安がある。

保佐
　本人の判断能力
が著しく不十分で、
大切な財産の管理
などが難しい。

後見
　本人の判断能力
がほとんどないた
め、普段の買い物
なども難しい。

◉成年後見人等の主な役割

燕市 社会福祉課
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※成年後見人等とは、成年後見人、保佐人、補助人のこと

成年後見制度
特  

集

知っていますか？

司法書士
30.4%

弁護士
21.0%

親族
19.7%

社会福祉士
14.8%

社会福祉協議会
4.0%

行政書士  2.9%

市民後見人  0.8% その他  6.4%
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燕市では成年後見制度の利用が進むように、次の支援を行っています。
なお、利用するためには対象要件があります。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

◉成年後見制度利用の流れ

◉成年後見制度利用支援事業

◉ご相談はこちらまで

任意後見制度
公証役場で公正証書による契約が必要です

法定後見制度
家庭裁判所への申し立て手続きが必要です

１. 契約の準備
・判断能力の低下に備えて、任意後見をお願いする人（任意
後見受任者）と依頼する支援内容、報酬額を本人が決める

１. 申し立て準備
・本人の後見人等候補者を検討

２. 任意後見契約
・本人と任意後見受任者が、公証人が作成する公正証書で契
約を交わす

２. 申し立て
・本人の居住地を管轄する家庭裁判所に申し立て
・家庭裁判所が本人、申立人、後見人等候補者と面談
〜申し立てができる人〜
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など

３. 申し立て
・本人の判断能力が低下した時に家庭裁判所に任意後見監督
人の選任を申し立てる
〜申し立てができる人〜
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者

３. 審理・審判
・家庭裁判所が後見人等と支援内容を決定
　※後見人等を選任するのは家庭裁判所
・本人、申立人、後見人等へ審判書で通知

４. 後見開始
・契約内容により、任意後見人が本人への支援を開始
・任意後見監督人と家庭裁判所が、任意後見人の職務を監督

４.後見開始
・後見人等が本人への支援を開始
・後見人等は家庭裁判所へ事後報告、収入状況報告書などを提出

５.終了
・本人または任意後見人が亡くなったとき
・正当な事由がある場合に、家庭裁判所の許可を得て解除したとき

５.終了
・本人が亡くなったとき

○高齢者の方
　長寿福祉課 地域支援相談チーム ☎️0256・77・8157
○障がいのある方
　社会福祉課 障がい福祉係 ☎️0256・77・8172

○成年後見制度全般に関すること
　燕市社会福祉協議会 福祉後見・権利擁護センター ☎️0256・78・7020

認知症について深く知りたい方へ
　成年後見制度のことだけでなく、認知症
について全般的に学ぶことができます。
○認知症サポーター養成講座
　とき：11月11日㈭  10:00〜11:30
　（要申込、定員 25 人）
　会場：市役所 つばめホール
　問合せ 長寿福祉課 地域支援相談チーム
　　　　 ☎️0256・77・8157

市長による成年後見等開始審判の請求
身寄りがなく、後見人等の支援が必要
と判断された場合、市長による成年後
見等開始審判の請求を行います。

成年後見等開始審判の申立費用の助成
申立手数料、登記手数料、郵便切手代、
診断書料、鑑定費用、申立書に係る添
付書類の取得費用を助成します。

成年後見人等への報酬の助成
資産が十分でなく、後見人等への報酬
を支払うことが難しい場合、支払い費
用の一部または全額を助成します。

制
度
を
利
用
す
る
に
は

　
本
人
が
住
ん
で
い
る
地
域
を

管
轄
す
る
家
庭
裁
判
所
に
申
し

立
て
を
行
い
ま
す
。
申
し
立
て

は
、
本
人
・
配
偶
者
・
四
親
等

内
の
親
族
な
ど
が
行
え
ま
す
。

申
し
立
て
に
基
づ
い
て
家
庭
裁

判
所
が
後
見
人
等
と
支
援
内
容

を
決
定
し
ま
す
。
な
お
、
身
寄

り
が
な
い
な
ど
の
理
由
で
申
し

立
て
を
す
る
人
が
い
な
い
場
合

に
は
、
市
長
が
申
し
立
て
を
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
費
用
は
印
紙
代
な
ど
で
１
〜

２
万
円
か
か
る
ほ
か
、
本
人
の

判
断
能
力
を
鑑
定
す
る
費
用

（
５
〜
10
万
円
程
度
）
が
必
要

と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
原
則
と
し
て
本
人
か
ら
成

年
後
見
人
等
へ
報
酬
を
支
払
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
を

　

お
悩
み
事
な
ど
が
あ
れ
ば
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
市
や
社
会
福
祉
協
議
会
に
ご

相
談
い
た
だ
け
れ
ば
、
弁
護
士

や
司
法
書
士
な
ど
と
も
連
携

し
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
も

含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら

課
題
の
解
決
に
向
け
て
お
手
伝

い
し
ま
す
。

成
年
後
見
人
の
ギ
モ
ン
！

成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
、
よ
く
あ
る
質
問
を
弁
護
士
の

廣ひ
ろ
田た

貴た
か
子こ

さ
ん
に
お
聞
き
ま
し
た
。

ど
ん
な
時
に
成
年
後
見
制
度
の
利

用
を
検
討
し
た
ら
い
い
で
す
か
？

　
本
人
の
判
断
能
力
が
な
い
状
態
で
、

次
の
よ
う
な
場
合
に
申
し
立
て
を
検
討

す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
で
す
。

●
本
人
を
支
援
す
る
家
族
や
親
族
が
身

　
近
に
い
な
い
場
合

●
預
貯
金
な
ど
の
管
理
に
困
っ
た
場
合

●
入
院
、
施
設
入
所
が
必
要
な
場
合

認
知
症
の
人
が
行
っ
た
契
約
は
有

効
で
す
か
？

　
契
約
時
に
成
年
後
見
制
度
を
利
用
し・

て・

い・

な・

い・

場
合
、
重
い
認
知
症
な
ど
で

意※

思
能
力
が
無
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
れ

ば
、
そ
の
契
約
は
無
効
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
意
思
能
力
の
有
無
は
、
契

約
時
の
状
況
や
医
師
の
診
断
書
な
ど
を

基
に
判
断
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
契
約
時
に
成
年
後
見
制
度
を

利
用
し・

て・

い・

る・

場
合
、
成
年
後
見
人
は

本
人
が
行
っ
た
法
律
行
為
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
本
人
が

悪
徳
商
法
に
ひ
っ
か
か
っ
て
し
ま
っ
た

場
合
な
ど
本
人
に
不
利
益
な
契
約
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

取
り
消
し
で
き
る
期
間
に
定
め
が
あ
り

ま
す
の
で
、
専
門
家
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

特集  成年後見制度

本
人
が
契
約
し
た
も
の
は
、
全
て

取
り
消
し
で
き
る
の
で
す
か
？

　
後
見
の
場
合
、
本
人
が
契
約
し
た
も

の
は
、
判
断
能
力
が
無
い
状
態
で
な
さ

れ
た
も
の
と
し
て
、
原
則
、
契
約
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
し
立
て
か
ら
開
始
ま
で
ど
の
く

ら
い
の
期
間
が
か
か
り
ま
す
か
？

　
審
理
期
間
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事

案
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
最
短
で
１
カ

月
程
度
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

場
合
に
よ
っ
て
は
数
カ
月
か
か
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

Q1A1Q２A２

Q３A３

Q４A４

おしえて！

※意思能力…法律上の判断において自己の行為の
　　　　　　結果を判断することができる能力。

補 助 保 佐 後 見
本人の

判断能力
判断能力が

不十分
判断能力が

著しく不十分
判断能力が

ほとんどない
本人を

保護する人 補助人 保佐人 成年後見人

取り消しが
可能な行為

申立ての範囲内で
家庭裁判所が定める

特定の法律行為
※

民法13条1項に
定めのある行為

※
日常生活に関する
行為以外の行為

　

一
方
、
保
佐
・

補
助
の
場
合
、
本

人
に
大
き
な
財
産

的
被
害
を
与
え
る

可
能
性
が
あ
る
重

要
な
行
為
や
、
家

庭
裁
判
所
が
決
め

た
特
定
の
法
律
行

為
に
つ
い
て
、
取

り
消
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
ど
ち

ら
の
場
合
で
も
、

日
用
品
（
食
料
品

や
衣
料
品
等
）
の

購
入
な
ど
「
日
常

生
活
に
関
す
る
行

為
」
は
取
り
消
し

を
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

※日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消しできません。
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